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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前10時00分 開会 

○議長（織田八茂君） 

 ただいまの出席議員数は12人です。定足数に達していますので、ただいまから平成29

年５月大治町議会臨時会を開会します。本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、３番林 健児君、４番林 哲秀君

を指名します。 

 

 日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 議会運営委員長から会期の報告を求めます。 

〇議会運営委員長（浅里周平君） 

 議長。 

○議長（織田八茂君） 

 11番浅里周平君。 

○議会運営委員長（浅里周平君） 

浅里周平です。報告します。 

５月15日に議会運営委員会を開会し、５月臨時会を本日１日限りと決定しました。以

上で報告を終わります。 

○議長（織田八茂君） 

 お諮りします。 

 議会運営委員長の報告どおり、会期は本日１日間とすることにご異議ありませんか。 

        ［｢異議なし」の声あり］ 

○議長（織田八茂君） 

 異議なしと認めます。したがって、会期は本日１日間と決定をいたしました。 

 

 日程第３、議案第20号工事請負契約についてを議題とします。 

 町長から提案理由の説明を求めます。 

〇町長（村上昌生君） 

  議長。 

〇議長（織田八茂君） 

  町長、どうぞ。 

〇町長（村上昌生君） 
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 議案第20号工事請負契約について。 

 平成29年４月14日、事後審査型一般競争入札に付した大治小学校大規模改修工事につ

いて、左記のとおり請負契約を締結するため、大治町議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を求めるものでございま

す。平成29年５月15日提出、大治町長。 

 本件の大治小学校大規模改修工事の請負契約は、契約金額２億6460万円で株式会社加

藤建設と契約を締結するものです。よろしくお願いします。 

〇議長（織田八茂君） 

  これから質疑を行います。 

  質疑のある方、どうぞ。 

 

  議長。 

〇議長（織田八茂君） 

   

 

  

改修工事の場合、夏休みなどの長期休暇などに行って児童の授業等々支障のないように

行われてきているわけですが、今回大規模ということでやっぱり長期休暇だけでは難し

いのかなというふうに思われます。具体的にどのようなスケジュールで工事を行ってい

くのか答弁をお願いいたします。 

〇学校教育課長（恒川 覚君） 

  議長。 

〇議長（織田八茂君） 

  学校教育課長恒川 覚君。 

〇学校教育課長（恒川 覚君） 

  

っしゃるとおり期間の方を少し長くとってございます。当然夏休みの期間に集中して工

事を行いますが、このものにつきましては一部どうしても外回りの工事等は期間外に出

ることが考えられております。なお、業者とこの議会でお認めをいただいた後に詳しく

は施工計画書を詰めてまいりますが、何分工事が大きいものですから外回り等一部につ

きましては夏季休業中以外の土日を使って施工してまいりたいとそんなふうに考えてお

ります。以上です。 

〇議長（織田八茂君） 

  ほかにありませんか。 

        ［｢なし｣の声あり］ 
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〇議長（織田八茂君） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。 

  議案第20号は、会議規則第39条第３項により委員会の付託を省略したいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

        ［｢異議なし｣の声あり］ 

〇議長（織田八茂君） 

  異議なしと認めます。 

  ただいま議題となっています議案第20号は委員会の付託を省略することに決定をいた

しました。 

  討論に入ります。 

  まず、原案に反対の方の発言を許します。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

〇議長（織田八茂君） 

  討論なしと認めます。 

  これから議案第20号を採決します。 

  議案第20号は、原案のとおり決定することに賛成の諸君は起立願います。 

        ［起立 全員］ 

〇議長（織田八茂君） 

  起立全員です。したがって、議案第20号は原案のとおり可決されました。 

  ここで暫時休憩をいたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前10時04分 休憩 

午前10時06分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

〇副議長（横井良隆君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 織田八茂議長から辞職願が提出されました。 

 お諮りいたします。 

 議長の辞職についてを日程に追加し、追加日程第１として直ちに議題とすることにご

異議ございませんか。 

        ［｢異議なし｣の声あり］ 

〇副議長（横井良隆君） 

  異議なしと認めます。したがって、議長の辞職についてを日程に追加し、追加日程第

１として直ちに議題とすることに決定いたしました。 
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  追加日程第１、議長の辞職についてを議題といたします。 

 地方自治法第117条の規定により除斥に該当しますので、織田八茂君の退場を求めます。 

        ［織田八茂君 退場］ 

○副議長（横井良隆君） 

  それでは辞職願を局長に朗読させます。 

○議会事務局長（八神久美君） 

  はい、議長。 

○副議長（横井良隆君） 

  局長、どうぞ。 

〇議会事務局長（八神久美君） 

辞職願。このたび都合により議長を辞職したいから許可されるよう願い出ます。平成

29年５月15日、大治町議会副議長横井良隆殿、大治町議会議長織田八茂。 

以上でございます。 

○副議長（横井良隆君） 

 お諮りします。 

 織田八茂君の議長の辞職を許可することにご異議ございませんか。 

        ［｢異議なし」の声あり］ 

〇副議長（横井良隆君） 

異議なしと認めます。したがいまして、織田八茂君の議長の辞職を許可することに決

定いたしました。 

織田八茂君の入場を認めます。 

［織田八茂君 入場］ 

○副議長（横井良隆君） 

  ただいま議長の辞職を許可することに決定いたしましたのでお伝えします。 

  ただいま議長が欠けました。 

  お諮りいたします。 

  議長の選挙を日程に追加し、追加日程第２として、直ちに選挙を行うことにご異議ご

ざいませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○副議長（横井良隆君） 

  異議なしと認めます。したがって、議長の選挙を日程に追加し、追加日程第２として、

直ちに選挙を行うことに決定いたしました。 

 

  追加日程第２、議長の選挙を行います。 
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 選挙は投票によって行います。 

 議場の出入り口を閉めます。 

［議場閉鎖］ 

○副議長（横井良隆君） 

 ただいまの出席議員数は12名です。 

 投票用紙を配ります。 

［投票用紙配付］ 

○副議長（横井良隆君） 

 念のため申し上げます。投票は単記無記名です。 

 投票用紙の配付漏れはございませんでしょうか。 

［「なし」の声あり］ 

○副議長（横井良隆君） 

 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検いたします。 

［投票箱点検］ 

○副議長（横井良隆君） 

 異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。 

 議席番号順に投票願います。 

［投  票］ 

○副議長（横井良隆君） 

 投票漏れはございませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○副議長（横井良隆君） 

 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 これより開票を行います。 

 立会人を指名いたします。 

 会議規則第32条第２項の規定により、７番 君、９番服部勇夫君、10番下方繁

孝君を指名します。 

 立会人の方、前の方へお願いいたします。 

［開  票］ 

○副議長（横井良隆君） 

 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数 12票 
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 有効投票 11票 

 無効投票 １票です。 

 有効投票のうち、 

  私、横井良隆が11票です。 

 この選挙の法定得票数は３票です。したがって、横井良隆が当選いたしました。 

 議場の出入り口を開きます。 

［議場開鎖］ 

〇８番（横井良隆君） 

当選人よりごあいさつを申し上げます。 

ただいまご推挙いただきました横井良隆でございます。今回、私も皆さんの負託を受

けて初めての議長ということでやらせていただくことになりました。二元代表制を尊重

しつつ、また、前議長の織田議長が進めてまいりました議会改革を推進し、さらに町民

との協働を進め、町とも連携をしながら町民の福祉向上に誠心誠意全うしていきたいと

思います。ただ、私も若輩者でございますので皆さんの多大なるご配慮をいただきなが

ら、信頼ある議会のために全力を尽くしてまいりたいと思いますのでどうぞ今後ともよ

ろしくお願いします。ありがとうございます。 

［拍  手］ 

○議長（横井良隆君） 

 ただいま副議長が欠けました。 

 お諮りいたします。 

 副議長の選挙を日程に追加し、追加日程第３として、直ちに選挙を行うことにご異議

ございませんか。 

        ［｢異議なし」の声あり］ 

○議長（横井良隆君） 

  異議なしと認めます。したがって、副議長の選挙を日程に追加し、追加日程第３とし

て、直ちに選挙を行うことに決定をいたしました。 

 

  追加日程第３、副議長の選挙を行います。 

  選挙は投票によって行います。 

 議場の出入り口を閉めます。 

［議場閉鎖］ 

○議長（横井良隆君） 

 ただいまの出席議員数は12人です。 

 投票用紙を配ります。 

［投票用紙配付］ 
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○議長（横井良隆君） 

 念のために申し上げます。投票は単記無記名でございます。 

 投票用紙の配付漏れはございませんでしょうか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（横井良隆君） 

 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

［投票箱点検］ 

○議長（横井良隆君） 

 異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。 

 議席番号順に投票願います。 

［投  票］ 

○議長（横井良隆君） 

 投票漏れはございませんでしょうか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（横井良隆君） 

 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 これより開票を行います。 

 立会人を指名いたします。 

 会議規則第32条第２項の規定によって、７番 君、９番服部勇夫君、10番下方

繁孝君を指名いたします。 

 立会人の方、よろしくお願いいたします。 

［開  票］ 

○議長（横井良隆君） 

 選挙の結果をご報告申し上げます。 

 投票総数 12票 

 有効投票 11票 

 無効投票 １票です。 

 有効投票のうち、 

  服部勇夫君 11票。 

 この選挙の法定得票数は３票です。したがって、服部勇夫君が当選されました。 

 議場の出入り口を開きます。 

［議場開鎖］ 
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〇議長（横井良隆君） 

 ただいま副議長に当選されました服部勇夫君が議場におられますので、会議規則第33

条第２項の規定による当選の告知をいたします。 

 当選承諾及びごあいさつをお願いいたします。 

〇９番（服部勇夫君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  服部勇夫君、どうぞ。 

〇９番（服部勇夫君） 

  今、副議長の選挙で推挙されました。新議長横井議長ともども議会運営、議会改革に

邁進してまいりますのでよろしくお願いをいたします。 

        ［拍  手］ 

○議長（横井良隆君） 

  おめでとうございました。 

  ここで暫時休憩といたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前10時20分 休憩 

午前10時23分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（横井良隆君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  お諮りいたします。 

  常任委員の所属の変更についてを日程に追加し、追加日程第４として、直ちに議題と

することにご異議ございませんでしょうか。 

        ［｢異議なし｣の声あり］ 

〇議長（横井良隆君） 

  異議なしと認めます。したがって、常任委員の所属の変更についてを日程に追加し、

追加日程第４として、直ちに議題とすることに決定をいたしました。 

 

  追加日程第４、常任委員の所属の変更についてを議題といたします。 

  常任委員の所属変更については、議長に一任していただきたいと思いますが、ご異議

ございませんでしょうか。 

        ［｢異議なし｣の声あり］ 

〇議長（横井良隆君） 

  異議なしと認めます。 



 9 

   健児君、５

番折橋盛男君、７番 12番織田八茂君。福祉建設常任委員会

には２番松本英隆君、４番林 哲秀君、６番後藤田麻美子君、９番服部勇夫君、10番下

方繁孝君、11番浅里周平君と所属を変更することにご異議ございませんでしょうか。 

        ［｢異議なし｣の声あり］ 

〇議長（横井良隆君） 

  異議なしと認めます。したがって、各常任委員会の所属を変更することに決定をいた

しました。 

  なお、各常任委員会の委員に変更がありましたので正副委員長の確認、もしくは互選

を行っていただき、決まりましたら議長まで報告していただきますようよろしくお願い

を申し上げます。 

  ここで暫時休憩といたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前10時25分 休憩 

午前10時32分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

〇議長（横井良隆君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  各常任委員会の委員長及び副委員長の氏名を発表いたします。総務教育常任委員長は

３番林 健児君、副委員長は５番折橋盛男君。福祉建設常任委員長は６番後藤田麻美子

君、副委員長は２番松本英隆君。以上のとおりでございます。 

  ここで暫時休憩といたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前10時32分 休憩 

午前10時35分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

〇議長（横井良隆君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  休憩中に議会運営委員の服部勇夫君から辞任願が提出されました。 

  お諮りいたします。 

  議会運営委員の辞任についてを日程に追加し、追加日程第５として、直ちに議題とす

ることにご異議ございませんか。 

        ［｢異議なし」の声あり］ 

○議長（横井良隆君） 

  異議なしと認めます。したがって、議会運営委員の辞任についてを日程に追加し、追
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加日程第５として、直ちに議題とすることに決定をいたしました。 

 

  追加日程第５、議会運営委員の辞任についてを議題といたします。 

  地方自治法第117条の規定により、服部勇夫君の退場を求めます。 

        ［服部勇夫君 退場］ 

○議長（横井良隆君） 

  本日、服部勇夫君から都合により議会運営委員を辞任したいとの申し出がありました。 

  お諮りいたします。 

  本件は申し出のとおり辞任を許可することにご異議ございませんか。 

        ［｢異議なし」の声あり］ 

○議長（横井良隆君） 

  異議なしと認めます。したがって、服部勇夫君の議会運営委員の辞任を許可すること

に決定をいたしました。 

  服部勇夫君の入場を認めます。 

        ［服部勇夫君 入場］ 

○議長（横井良隆君） 

  ただいま議会運営委員の辞任を許可することに決定いたしましたのでお伝えいたしま

す。 

  お諮りいたします。 

  議会運営委員の選任についてを日程に追加し、追加日程第６として、直ちに議題とす

ることにご異議ございませんか。 

        ［｢異議なし」の声あり］ 

○議長（横井良隆君） 

  異議なしと認めます。したがって、議会運営委員の選任についてを日程に追加し、追

加日程第６として、直ちに議題とすることに決定いたしました。 

 

  追加日程第６、議会運営委員の選任についてを議題とします。 

  お諮りいたします。 

  議会運営委員には委員会条例第７条第４項の規定により、織田八茂君を指名したいと

思いますが、ご異議ございませんか。 

        ［｢異議なし」の声あり］ 

○議長（横井良隆君） 

  異議なしと認めます。したがって、ただいま指名いたしました織田八茂君を議会運営

委員に選任することに決定いたしました。 

  ここで暫時休憩といたします。 
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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前10時37分 休憩 

午前10時38分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

〇副議長（服部勇夫君） 

  休憩前に引き続きまして会議を開きます。 

  休憩中に議会広報特別委員の横井良隆君から辞任願が提出されました。 

  お諮りします。 

  議会広報特別委員の辞任について、これを日程に追加し、追加日程第７として、直ち

に議題とすることにご異議ございませんか。 

        ［｢異議なし｣の声あり］ 

〇副議長（服部勇夫君） 

  異議なしと認めます。したがって、議会広報特別委員の辞任についてを日程に追加し、

追加日程第７として、直ちに議題とすることに決定をいたしました。 

 

  追加日程第７、議会広報特別委員の辞任について、これを議題とします。 

  地方自治法第117条の規定により、横井良隆君の退場を求めます。 

        ［横井良隆君 退場］ 

〇副議長（服部勇夫君） 

  本日、横井良隆君から議会広報特別委員を辞任したいとの申し出がありました。 

  お諮りします。 

  本件は申し出のとおり辞任を許可することにご異議はございませんか。 

        ［｢異議なし｣の声あり］ 

〇副議長（服部勇夫君） 

  異議なしと認めます。したがって、横井良隆君の議会広報特別委員の辞任を許可する

ことを決定いたしました。 

  横井良隆君の入場を認めます。 

        ［横井良隆君 入場］ 

〇副議長（服部勇夫君） 

  ただいま議会広報特別委員の辞任を許可することに決定をいたしましたのでお伝えを

いたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前10時40分 休憩 

午前10時41分 再開 
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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（横井良隆君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  お諮りいたします。 

  議会広報特別委員会委員の選任についてを日程に追加し、追加日程第８として、直ち

に議題とすることにご異議ございませんか。 

        ［｢異議なし｣の声あり］ 

〇議長（横井良隆君） 

  異議なしと認めます。したがって、議会広報特別委員の選任についてを日程に追加し、

追加日程第８として、直ちに議題とすることに決定をいたしました。 

 

  追加日程第８、議会広報特別委員の選任についてを議題をいたします。 

  お諮りいたします。 

  議会広報特別委員には、委員会条例第７条第４項の規定により林 哲秀君を指名した

いと思いますが、ご異議ございませんか。 

        ［｢異議なし｣の声あり］ 

〇議長（横井良隆君） 

  異議なしと認めます。したがって、ただいま指名いたしました林 哲秀君を議会広報

特別委員に選任することに決定をいたしました。 

  なお、各委員会の委員に変更がありましたので、それぞれ集まっていただき正副委員

長の確認、もしくは互選を行っていただき、決まりましたら議長まで報告していただき

たいと思います。 

  ここで暫時休憩といたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前10時42分 休憩 

午前10時54分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

〇議長（横井良隆君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  各委員会の委員長及び副委員長の氏名を発表いたします。 

  議会運営委員長には11番浅里周平君、副委員長には３番林 健児君。議会広報特別委

員長には５番折橋盛男君、副委員長には２番松本英隆君。議会制度改革等特別委員長に

は３番林 健児君、副委員長には２番松本英隆君。議会災害対策特別委員長には２番松

本英隆君、副委員長には３番林 健児君。以上のとおりでございます。 

  以上で本日の日程は全部終了いたしましたので、会議を閉じます。 
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  これで平成29年５月大治町議会臨時会を閉会いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前10時55分 閉会 
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